
お問合せ先

 

：

 

税）北九州総合会計　TEL：０９３-９３２-７７５０　受付担当：石橋・川端

【税制改正セミナー申込書】※下記必要事項をご記入の上4/5（金）までにFAXにてお申込下さい。受付後、担当からご連絡致します。

【日　程】 4月

 

10日（水）

 

15：00～17：00

【会　場】
税）北九州総合会計

　3Fセミナー室

【定　員】 30名様

【受講料】 無　料

企業名 TEL （　　　　　　）

受講者名①

受講者名②

ご紹介元 台

役　職

役　職

お車でお越しの場合の台数(合計)

◆ 資産家でなくても相続税が！？

◆ 給与を増やしたら税金が減る！？

◆ その他の気になる改正は…？

◆ 消費税増税間近！その対策は？

他人事ではなくなった！“

 

相続税増税 ”の内容とは？

『所得拡大促進税制』

 

の内容とは？

『金融・証券税制』

 

および

 

『住宅ローン減税』

 

について

孫への教育資金の一括贈与 および

 

相続時精算課税に

 

ついて

『雇用促進税制』

 

および

 

交際費800万円まで全額損金

 

算入できる！

間近に迫った

 

“

 

消費税増税

 

”

 

の内容と対策とは？

※いただきましたお客様情報は、他の利用目的で使用いたしません。

無料セミナー！

　平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。

　さて、昨年末より衆議院解散、新政権誕生と政界が慌ただしく動き、その影響で税制改正大綱が１月

 

に持ち越されました。本セミナーでは、発表された税制改正大綱のうち皆様にお知らせすべき重要項目

 

をピックアップし、内容を分りやすくまとめ、解説致します。是非皆様のご参加をお待ち致しております。

セミナー内容 開催概要
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